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（１） （２） （３） （４）

　次の写真を付して、「スーパー
レモンヘイズダイヤモンド　ハー
ブ状」の名称で販売される製品
であって、その内容物が植物片
のもの。

　次の写真を付して、「スーパー
レモンヘイズゴールド　ハーブ
状」の名称で販売される製品で
あって、その内容物が植物片の
もの。

　次の写真を付して、「●お徳用
ハーブ　スーパーシルバーヘイズダ
イヤモンド(Super Silver Haze
Diamond)　ハーブ状」の名称で販売
される製品であって、その内容物が
植物片のもの。

　次の写真を付して、「●お徳用
ハーブ　スーパーシルバーヘイ
ズゴールドド(Super Silver Haze
Gold)　ハーブ状」の名称で販売
される製品であって、その内容
物が植物片のもの。

（５） （６） （７） （８）

　次の写真を付して、「クリスタル
スピードα」の名称で販売される
製品であって、その内容物が液
体のもの。

　次の写真を付して、「クリスタル
スピードβ」の名称で販売される
製品であって、その内容物が液
体のもの。

　次の写真を付して、「Research
chemical Ⅵ」の名称で販売され
る製品であって、その内容物が
粉末のもの。

　次の写真を付して、「Research
chemical Ⅴ」の名称で販売され
る製品であって、その内容物が
粉末のもの。

（９） （１０） （１１） （１２）

　次の写真に示すとおり、「Sex
Flash」と表示のある製品であっ
て、その内容物が植物片のも
の。

　次の写真に示すとおり、「ガク
ガク雄汁」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のも
の。

　次の写真に示すとおり、「CBD
5MeODIPT」と表示のある製品
であって、その内容物が液体の
もの。

　次の写真に示すとおり、「ガン
ギマリ」と表示のある製品であっ
て、その内容物が液体のもの。

（１３） （１４） （１５） （１６）

　次の写真に示すとおり、「魔
濡」と表示のある製品であって、
その内容物が液体のもの。

　次の写真に示すとおり、
「鬼ギメ」と表示のある製品
であって、その内容物が液体
のもの。

　次の写真に示すとおり、「ケツ
マン男(直)」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のも
の。

　次の写真に示すとおり、
「Crazy XXX」と表示のある製品
であって、その内容物が粉末の
もの。

令和2年6月30日指定　知事監視製品一覧



令和2年6月30日指定　知事監視製品一覧
Ｎｏ．2

（１７） （１８） （１９） （２０）

　次の写真に示すとおり、
「LUSH」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のも
の。

　次の写真に示すとおり、
「直液 ver.2020」と表示の
ある製品であって、その内容
物が液体のもの。

　次の写真に示すとおり、
「Black69」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のも
の。

　次の写真に示すとおり、「Anul
Flick」と表示のある製品であっ
て、その内容物が液体のもの。

（２１） （２２） （２３） （２４）

　次の写真に示すとおり、「艶狂
ギメ」と表示のある製品であっ
て、その内容物が液体のもの。

　次の写真に示すとおり、
「Rainbow Sex」と表示のある製
品であって、その内容物が粉末
のもの。

　次の写真に示すとおり、「GAY
liquid(strong style)」と表示のあ
る製品であって、その内容物が
液体のもの。

　次の写真に示すとおり、「狂×
ギメ」と表示のある製品であっ
て、その内容物が粉末のもの。

（２５） （２６） （２７） （２８）

　次の写真を付して、「Sex
Punch★legal Love Harb(420)」
の名称で販売される製品であっ
て、その内容物が植物片のも
の。

　次の写真を付して、「Paper S・
E・X」の名称で販売される製品
であって、その内容物がシート
状のもの。

　次の写真に示すとおり、
「RUSH POPPER」と表示のある
製品であって、その内容物が固
形状のもの。

　次の写真を付して、「X King
Power」の名称で販売される製
品であって、その内容物が液体
のもの。

（２９） （３０） （３１） （３２）

　次の写真に示すとおり、
「DROP Rain」と表示のある製品
であって、その内容物が粉末の
もの。

　次の写真に示すとおり、
「HYPER GOLD」と表示のある
製品であって、その内容物が植
物片のもの。

　次の写真を付して、「SEX
future R」の名称で販売される製
品であって、その内容物が液体
のもの。

　次の写真を付して、「SMILE’
20」の名称で販売される製品で
あって、その内容物が固形状の
もの。
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（３３） （３４） （３５） （３６）

　次の写真に示すとおり、「PTP
Dorothy」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のも
の。

　次の写真に示すとおり、
「FLASH TECHNICA」と表示の
ある製品であって、その内容物
が固体のもの。

　次の写真に示すとおり、
「MAGICAL PLANTS」と表示の
ある製品であって、その内容物
が植物片のもの。

　次の写真を付して、「Clash
246」の名称で販売される製品
であって、その内容物が固形状
のもの。

（３７） （３８） （３９） （４０）

　次の写真を付して、「Sexual
Water」の名称で販売される製
品であって、その内容物が液体
のもの。

　次の写真に示すとおり、「HOT
HEATS」と表示のある製品で
あって、その内容物が粉末のも
の。

　次の写真に示すとおり、
「PANDORA C.V」と表示のある
製品であって、その内容物が固
形状のもの。

　次の写真に示すとおり、
「EFFECTOR Flash」と表示のあ
る製品であって、その内容物が
植物片のもの。

（４１） （４２） （４３） （４４）

　次の写真に示すとおり、
「Nuchalica Nucholia」と表示の
ある製品であって、その内容物
が液体のもの。

　次の写真を付して、「SEX
future 20XX」の名称で販売され
る製品であって、その内容物が
液体のもの。

　次の写真を付して、「ねちょ
りーな♡」の名称で販売される製
品であって、その内容物がゲル
状のもの。

　次の写真を付して、「BLACK
ROYAL」の名称で販売される製
品であって、その内容物が固体
のもの。

（４５） （４６） （４７） （４８）

　次の写真に示すとおり、「HOT
MAGIC」と表示のある製品で
あって、その内容物が植物片の
もの。

　次の写真に示すとおり、
「Leviathan」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のも
の。

　次の写真に示すとおり、「極
感」と表示のある製品であって、
その内容物がゲル状のもの。

　次の写真を付して、「Black
Out 3」の名称で販売される製
品であって、その内容物が植物
片のもの。
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（４９） （５０） （５１） （５２）

　次の写真に示すとおり、
「DIAMANTE」と表示のある製品
であって、その内容物が植物片
のもの。

　次の写真に示すとおり、
「INSERT SMASH」と表示のある
製品であって、その内容物が粉
末のもの。

　次の写真に示すとおり、
「TORA Platinum」と表示のある
製品であって、その内容物が液
体のもの。

　次の写真に示すとおり、「SEX
MONSTER」と表示のある製品で
あって、その内容物が固体のも
の。

（５３） （５４） （５５） （５６）

　次の写真に示すとおり、
「GOLD HEAVEN」と表示のある
製品であって、その内容物が植
物片のもの。

　次の写真に示すとおり、
「Moon Walker」と表示のある製
品であって、その内容物が液体
のもの。

　次の写真に示すとおり、「Love
Mist」と表示のある製品であっ
て、その内容物が固体のもの。

　次の写真に示すとおり、
「STRONG PENIX
UNLIMITED」と表示のある製品
であって、その内容物が固形状
のもの。

（５７） （５８） （５９） （６０）

　次の写真を付して、「XXX
Gay」の名称で販売される製品
であって、その内容物が液体の
もの。

　次の写真を付して、「FIRST
TIME GAY」の名称で販売され
る製品であって、その内容物が
液体のもの。

　次の写真に示すとおり、
「LGBT」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のも
の。

　次の写真を付して、「スピード
ラッシュα」の名称で販売される
製品であって、その内容物が粉
末のもの。

（６１） （６２） （６３） （６４）

　次の写真を付して、「スピード
ラッシュβ」の名称で販売される
製品であって、その内容物が粉
末のもの。

　次の写真を付して、「XXXマ
ジック4」の名称で販売される製
品であって、その内容物が粉末
のもの。

　次の写真を付して、「XXXマ
ジック3」の名称で販売される製
品であって、その内容物が粉末
のもの。

　次の写真を付して、「XXXマ
ジック2」の名称で販売される製
品であって、その内容物が粉末
のもの。
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（６５） （６６） （６７） （６８）

　次の写真を付して、「XXXマ
ジック」の名称で販売される製品
であって、その内容物が粉末の
もの。

　次の写真を付して、「スピード
アイスガンマ」の名称で販売さ
れる製品であって、その内容物
が粉末のもの。

　次の写真を付して、「スピード
アイスベータ」の名称で販売さ
れる製品であって、その内容物
が粉末のもの。

　次の写真を付して、「スピード
アイスアルファー」の名称で販
売される製品であって、その内
容物が粉末のもの。


